
募集開始

STEP3．事業報告�
事業完了後１カ⽉以内に、「助成⾦確定請求書」「事業実施報告書」等
を提出してください。

＊ただし、3⽉11⽇以降事業完了の場合は4⽉10⽇までに提出してください
＊年度を通じて事業を⾏う場合は、交付決定通知を受けた後
 「概算払請求書」を提出することができます

交付決定通知が届いた⽅

STEP1．申請
「助成⾦交付申請書」等を提出してください。

          締め切り：5⽉31⽇�

STEP2．審査
「世界とつながる島根づくり助成⾦運営委員会」を開催し、
審査の後「交付決定通知」「不交付決定通知」を送付します。
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STEP4．助成⾦の交付�
提出書類を確認後、約1ヵ⽉以内に助成⾦を交付します。
＊助成⾦に係る帳簿、証拠書類を整備し、５年間保存してください

※事業完了後


